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全国の “子どもの権利条例，，づくり

一全国各地 に多様 に展 開 す る条例 づ くり－

いま、日本全国で、自治体単位の多様な 「子どもの権利 に

関する条 例」 づ く りが進め られ て いる。 本誌 で ま とめた 「子

どもの権 利 に関す る条 例」 と は、 かつて 制定 され て きた青 少

年健全育成条例など、おとなの発想で理想的な子 ども像、子

育て像を設定 し、それに合わない環境や行動の規制をはかる

ことな どを 目的 と した条例 と は異な り、子 どもの 権利 の視 点

をもち 、あ るい は内在 化 させ、 子 どもの 自立 や 自分育 ち 、社

会参カロを支援する性格をもつ子ども支援条例の総称である。

すでに制定された 「子どもの権利 に関する条例」 は、別紙

「 制定された子ども（の権利に関する）条例一覧」（P 5－6 参照）

のとお り、全国 で総合 的 に、かつ 多様 に作 られて いる 。

個別の 子 どもの 権利 保障 、子 ど も支援 を 目的 と した 「個 別

条例 」タイプ と して は、（〇子 どもの 意見 表明・ 参カロ（中野区 、

鶴ヶ島市、平谷村）、②権利救済 （Jlt西市、岐南町、川崎市、

埼玉県、さいたま市）③虐待防止 （武蔵野市、三重県、行田

市）④幼保一元化 （千代田区）（9 障害児福祉 （八千代市）な

ど。また、地域における子どもの支援、そのための子 ども総

合計画の策定、横断的な行政再編などの推進を図る理念を掲

げた「原則条例」タイプとしては、箕面市、世田谷区、新庄

村、高矢口県 、池 田市 、調布 市な どの条例 が作 られ てき た。

そ して、 これ らの役 割 、目的 を総 合的 に達 成 して い くこ と

をね らい と した 「総 合 条例 」 タイ プ と しては 、す で に4 自治

体（川崎市、奈井江町、小杉町、多治見市）で制定されてい

る（一覧では、居場所系の 「施設設置条例」は除く）。

多様な条例が制定された背景と方向性

この よ うに、川 西 市 （1 9 9 8 年 ） と川崎 市 （2 0 0 0 年 ）の

「 子どもの権利条例」制定を契機として、「子どもの権利条例」

が全国に広が り、地域や子どものニーズを受けて多様に展開

されつ つあ る。

この多様な条例群の形成をどう評価するか。なぜ、多様な

条例が作 られ てき てい るのか 。

第一 には、従来の 「子育て」支援 か ら「子育 ち」 支援 、

「 子 どもへの直接的支援」への社会的ニーズの発展と展開が

大きい。これまでは、エンゼルプランなど子育て支援策に依

拠してお となの ニー ズ を受 けて いれ ばよ か った が 、子 ども 自

身の エンパ ワー メ ン ト、 自己肯定 感 を高め て い くことが めざ

され始 め 、子 ども 自身の 多様 な ニー ズを・大 切 に して い く施 策

への転換 が 図 られ てい るこ とが影響 して いる。

第 二 には 、子 ども を支 援 して い くお と な側 の 問題 であ る 。

すで に 日本 政 府 に対 す る 匡I連 勧 告 （2 0 0 4 年 1 月 、本 誌 7 2

号参照 ） でも指 摘 され てきた よ うに 、 日本 社会 にお いて 、子

どもの権利、意見表明・参カロの実現を妨げてきた 「伝統的な

考え方」、すな わち 。おとな が子 ども に「何 かを してあげ る」、
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「 させない」といった青少年健全育成観の克服がめざされて

いる。条 例づ く りのプ ロセ スの 中で は、 その よ うな おとな の

固定観念 と「子 どもの権利」「子 ども支援」の考え方が混在

している状 況 下 にある 。そ れが 条例 の中 身 にも反 映 され 、多

様化 してい る一因 をな してき た。

第 三 には、子 ども とお となの 認識 、感 性の ズ レか ら来 る関

係性の変容の問題がある。上記のようなおとなの子ども観は

子ども にた くま しさ、強 さ を求 め 、その 思 い入れ と子 ど もの

現実 との ズ レが生 じて いる 。 このズ レを放置 すれ ば 、子 ども

施策の 「すれちがい」「うわすべ り」状態が生 じて施策が有 …

● l ■l 蔓頭

ヾヽ まっ

効に機 能 しな くな る。 した が って このズ レを埋 め てい く こと

が必要 であ るが 、 その プ ロセス か ら して 多様 にな らざ るを え

ない。 ズ レを埋 め てい くた めに は、（D お とな が子 ども に寄 り

添う 「共 感 的 関 係」 性 、（む子 ど も が参 加 しお とな が 支 え る

「 支 援 関係 」 性 、（包子 ども と お とな の 「パ ー トナ ー シ ップ 関

係」性など、子どもの経験蓄積や地域・ おとなの意識の実状

に合わせた 「子 どもとの向き合い方」、関係性の変容が見 ら

れ、それが条例の中身や性格を規定 し、構成 してきたといえ

る。 （喜多明人）

こ中 ：～

い ま、制 定途 上 の もの も多 い。北海 道 で は、 3 自治体 （札幌 市 、幕 別町 、芽室 町）で条例 づ くりが開始 されてい る。 と くに札幌市 は、政

令指 定都市 で は川 崎市 に次い で2番 目の総合 的 な子 どもの権 利条例 の制 定が め ざされてお り、来年 中 にも完成 する見込 み である。東京 では、

日野市 、小 金井 市 、 目黒 区、豊 島区 な どで条 例 づ くりが進行 してお り、いず れ も総合 条例 タ イプが め ざされてい る くP 5 参照 ）。 また、今年

の7 月に は、大阪 府 で も 「子 ど もの権 利 につ い ての条例 」の検 討委 貞会 が発 足 し、条例 づ くりが開始 された（P 3参照 。 なお詳 しくは、「制

定されつつ あ る子 ども（の権 利 に関す る）条例 一 覧」P 7－8参 照））。

大阪で「子どもの権利条例」づくり始まるJ

山本 智 子 （大阪府立大学大学院・「大阪府子どもの権利についての条例検討会議」委員）

【 なぜ、いま、大阪府で、「子どもの権利についての条例」

の制定が目指 されているのか ？】

岸和田での子どもの虐待事件 に代表されるように、児童虐

待やい じめなど、子どもの権利侵害の増加や深刻化が生 じて

いる。 また 、非行 や不 登校 ・ ひ きこも りとい った 、子 どもの

健やかな成長を阻害する問題も増加 している。大阪府では、

以上のような子どもをめ ぐる現状の認識に基づき、それ らへ

の対応 と して、「子 ど もの権 利 につ いて の条 例 」の 制 定 が 目

指され ている 。

と くに、「子 どもの 権 利 につ い ての 条 例」 を制定 す る 目的

として挙 げ られてい るの は、

①大阪府の、子 どもに対する取 り組みの視点の明確化

②大阪府のおとな社会全体が、子どもを権利の主体と して認

め、子どもの権利を保障 し、最善の利益を尊重する責務があ

ること につい て認識 する

③子 どもが 自 らを権利 の 主体 と して認識 し、 自 らを守 ると と

もに、他者を思いやる心や、社会の一員として 自ら考え責任

をも って行動 する意 識を醸 成 する ことであ る。

これ ら には 、「子 ど もの 権利 につ いて の 意識 の醸 成 を 図 る

役割」、「子ども施策の指針としての役割」、「子 どもの権利の

保障・権利救済の拠 りどころとなる役割」が期待され、検討

が進め られて いる。

』
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【 子 どもの「声」 を聴 こう ！一「おお さか子 ども会議」の開

催へ一】

「子 どもの権利についての条例」制定に向けては、子ども

の意 見 を聴 き 、そ れ を条 例 に反 映 する こ と を目的 に、「お お

さか子 ども会 議」が開催 され る。この会議 の詳 細につ い‾こは、

「 大阪府生活文化部子ども青少年課」のW e b ページをご参照

頂きたい。特記すべき事項は、以下の3 点である。

①フ ァシ リテ一夕 ーが参 加す る こと

（ む募集人数は 2 0 名であること （子どもの意見を実質的に尊

重できる可能性を重視 した為。）

③子どもの 自宅か ら会議の会場までの交通費が主催者側によ

つて負 担さ れる こと

子 どもたちは、「子 どもの権利」 や子 ども政策 について、

どの よ うに考 え、 どの よ うな意見 を述 べ るだ ろ うか 。限 られ

た人数であるとはいえ、その意見が 「子どもの権利について

の条例 」 に活 かさ れる よ う尽力 する こ とは、 自身の 利害 を決

定する場に直接参加することができない子どもたちに対する

おとな の責任 であ る。

【「子 どもの権利 についての条例」をめ くる課題 】

しか し、子 ど もの 利害 に直接 影 響 を及 ぼ す決 定 に際 して 、

子どもの 意見 を聴 くことさ えも 、特別 な配 慮 と して認識 され

るのであれば、そのことこそが、子どもの権利が侵害されて



いる ことを象 徴 して いる ので はな いだ ろ うか。 私は 、子 ども

が子 どもの 問題 lこつ いて 決定 する 場 に直接 参加 し意 見 を述べ

ることが 、 当た り前 で あ って 特別 視 さ れ ない 社会 の 実 現が 、

子どもの権利が実現されていろことの必要条件であると考え

る。

また、お とな の視 点か ら問題が ある と解 釈す る子 ど もだ け

を、人 権が 侵害 され て いる対 象 とみな 、して い いだ ろ うか。 お

とな が 「問題 で ある」 とみな さな い ことが 、必ず しも ．「子 ど

もの権 利 が侵 害 され てい ない」 ことで はな し1。 お となが l「視

ない 」、「視 て いない 」子 ど もの 間置喜が、検 討 されな いお それ

があるタ「子どもの権利」は、特別な支援が必要で奉ると考え
▲に

られる子 どもだ Iナでなく、すべての子どもに保障される価値

であ る。 こう した 考え か ら、私 はこ「子どもの権利 につ いての

条例」が対象とす香子芭缶を特化し布 い立場で臨んでいる。

「（仮称）札幌市子どもの権利条例」

づく りの現在 とこれか ら

国の 「次世代育成支援対策推進法」（平成 1 5 年制定、平成

1 7 年度 を計画期 間初年 度 とする） に 1 年先行 する 形で、

2 0 0 4 （平成 1 6 ）年 に札幌市は次代を担 う子 どもと子育て

家庭に対する支援策 として 「札幌市次世代育成支援対策推進

計画－ さ っぽ ろ子 ども 未来 プ ランー」 を策 定 した 。 この プラ

ンが掲げる基本 目標の一つに、 2 0 0 6 （平成 1 8 ）年秋の制

定を目指す 「（仮称）札幌市子どもの権利条例」（以下、条例）

があ る。

【 札幌市子どもの権利条例制定検討委鼻会（以下、検討委

貴会）について】

検討委員会は2 5 名 （内、公募市民7 名、高校生委員3 名）

で構成されている。高校生、大学生、主婦、会社員、小学

校・中学校・高校・大学の教員、弁護士、社会福祉法人関係

者、各種教育団体関係者等と委員の顔は様々である。検討委

昌会の内部委員会と して正副委員長・部会長会議及び5 つの

部会 （幼児・小学生部会、中・高校生部会、親部会、子ども

の指導者部会、地域部会）が組織されている。正副委員長 ・

部会長会議は、委員長 1 名 （内田信也）、副委員長 2 名 （青

山正、尾谷正孝）と名・部会長の計8 名で構成される。部会は

5 名の委員で構成され、各委員はいずれかの部会に所属 して

いる。検討委員会、正副委員長・部会長会議及び各部会会議

は全て公開で、傍聴可能である。事務局は市の子 ども未来局

子どもの権利推進課に設置されている。本局は子 どもに関す

る施策の一元的な実施体制の推進を図るために昨年4 月に新

設された。

【検討委貴会の目的、所掌事務及び委員会運営を進める上

での基本姿勢】

検討委員会の目的は、子 どもの権利に関する条約の原則及

び規定が生かされた条例について策定 を検討することであ

る。所掌事務としては、①子どもの権利に関する条約の調査

研究、②先進自治体の条例の調査研究、③子どもの意見を含

めた市民意見の掌握活動及び市民啓発活動、④条例案の起草、

⑤その他検討委員会において必要とされた事項があり、③と

（ 彰が中核の活動 となる。そ して、検討委昌会運営を進める上

での基本姿勢と して、①策定までのプロセスを重視 し、市

中 こ坂 大 輔 （札幌市子どもの権利条例制定検討委員）

民・ 子 ども参カロで条 例を作 る こと、（む総合条 例 を目指す こ と、

③札幌の子どもの実態や実感に根ざ し、札幌に即 した条例を

目指 す ことが掲 げ られて いる。

【 これまでの活動内容及び今後のスケジ ュール 】

今年4 月 2 8 日、市長 （上田文雄）が検討委員会に条例素案

の起草を諮問 し、同日に第 1国検討委員会が開催された。こ

れまで 、5 月 、 6 月、 7 月 に一 回ずつ 、9 月 に は二回委 員会 が

開かれた。市の子どもの現状把握を行 うとい う趣旨の下、7

月、8 月 には部会 ごとに懇談 会が 開か れ、合計 14 回の 開催 で

子どもを含めた市民延べ5 5 4 人の参加があ った。また7 月か

ら9 月 にか け ては 出向 き調 査 と して、各 部 会で 子 ども たち が

活動 して いる場 に直 接出掛 けて行 き 、聞き取 り調査 を行 った。

7 月 までの検討委員会の議題の中心は主にこの懇談会・出向

き調査の事前準備、話 し合いであ った。 9 月第一回目の検討

委員会では懇談会・出向き調査の結果を部会 ごとに報告がな

され、それを踏まえて9 月第二 回目の検討委員会では討論を

行う予定 で あ る。 1 0 月 以 降 はそ の過 程 で ま とめ られ た 骨子

を基に、 1 2 月に市長へ提出する中間答申の原案を検討する

ことにな って いる 。 この 間 も 10 月 に はフ ォー ラ ムを 開催 し

て市民 と意見 交換 を行 い 、 また来 年 6 月 にはパ ブ リック コメ

ント（意見公募）を実施するなど、子ども・市民の意見が反映

された市民手作りの 「子どもの権利条例素案」を来年 8 月に

最終答申として提出する予定である。詳細は、札幌市子 ども

未来局子ども育成部ホームページ内 「（仮称）札幌市子どもの

権利条例 」（h ttp ：〝w w w ．c ity ．s a pp o「0 ．jp ／ko do m o ／iku se i／

L O l ＿ 1 ＿4 ．h t m l）。

【今後の課題】

願いや想いなどの教育の論理ではなく、行政の論理や現場

の論理 によ って条例 づ くりを進 める と事務 局 は明言 した 。検

討委員会内についても、委員間の情報の非対称性や自分の意

見を は っき りと持 った 委員 とた だ出 席 してい るだ けの委 員の

差が 明 らか にな りつつ あ る。今後 、 中間答 申 や最終 答 申に向

けて 活発 な議 論が 予想 され る。 実 りある 条例 づ く りに するた

めにも 、まず は最 低限 全委 員が 情報 を共 有 し合 え るよ うにな

り、教育的視点を持って検討に臨みたい。（平成 17年9 月 16

子 どもの権利条約 第 81号・ 20 05年 10 月 15 日号
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● ■ 覧慧

子どもの権利条例や憲章が可能にする子ども施策の検討

一乗京市民 フォーラム5周年記念集会開 かれる－

2 0 0 5 年 10 月 1日（土）の午後 1時から、早稲田大学戸山キ

ャンパス文学部4 5 3 教室において、約2 0 0 人余 りの参加者の

もとで、「子どもの権利条例東京市民 フォーラム5 周年記念集

会」が開催された。

第一部「条例や憲章が可能にする子ども自治体施策」（第二

部は市民活動交流）においては、フォーラム代表（喜多）の総

括的問題提起（P l参照）をうけて、世田谷区子ども条例の制

定に携わ り、 現在 それ に依拠 した子 ども 計画 づ く りに取 り組

んでいる田中茂氏（世田谷区子 ども部長）、町田市子ども憲章

に依拠 した子ども参加を推進 している土屋豊氏（町田市企画部

長）、川崎市子どもの権利条例の実施状況と検証について小宮

山健治氏（川崎市総合企画局政策部長）から報告を受けた。

町田市（土屋）か らは、次世代育成支援計画づくりの際 に、

子どもの意見 を組み入 れな いはお か しい 、との 考え か ら、「子

ども憲 章」 に依拠 した子 ども参カロを進め てきた 。「子 どもが 自

分ら しく安 心 して暮 らせ る まち をみ んな で創 り出す」 の基 本

理念の下で、「子ども計画作 り」にあたった。例えば保育園、

施設 を作 りそ こ に入れ て終 わ り、で はな い 。本当 にそ こで豊

かな育ちがあ るのか、ひ と り一 人の子 どもの内実 にとってプラ

スになるの か、が重要な ポイン ト。権利 の主体 として捉 える視

点が大切であ り、「子 ども憲章」のも とで、子どもを市民 と して

位置付け、参加 を当然の権利 と して計画 づ くりの中 に組 み込ん

できた子 どもセ ンター と して は、「ば－ ん」 につづき 、2 0 0 5

年度には、「つ る つこ」がオー プン した、 との報告 を受けた。

世田谷区（田中）からは、世田谷区子ども条例の紹介があり、

子どもが読 め るこ とを重 視 して作 った条例 で ある こ と、条 例

が出 来た こ とによ って各 部 を横 断的 に組 織 し、子 ど も行政 を

総合的に実行する 「子 ども部」が出来た ことが強調された。

子ども計画の策定の際には、「や ってはいけない」から「0 0

しよう」という視点へにたち、従来型の福祉政策の枠組みで

あった 「0 0 に欠 け る」 人へ の サ ポー トか ら 「す べて の 人」

への子 ども施策 に移行 してき たこ とが挙 げ られる 。た とえば、

先日もニ ュース報 道 にもあ った よ うに、「産前産 後の さんさ ん

サポー ト」 が 1 0 月 1 日よ りス ター トした 。産 後 6 ケ月 の子 ど

もは 、すべ て保 健士 の訪 問サ ー ビス を受 ける こと にな る。世

田谷で産まれ、育ち、働き、また世 田谷に戻って子育てをす

るとい う循環 型の施策 をめ ざ している 、との報告 を受 けた。

川崎市（小宮山）からは、全国の政令指定都市では じめて、

2 0 0 0 年に子どもの権利総合条例を作ったこと、その準備に3

年かけ 1 9 9 7 年教育委員会が事務局となったこと、さまざまな

施策、セ クシ ョンに影 響を及ぼす条例 つ くりは、行i改に とって

は大変困難を伴うが、辛抱強く、市民・子どもと協同で作業を

行ってきたことが議会での承認 につなが った ことが語 られた 。

また 、 どんな にい い条例 で もすべ て を盛 り込 む こと は出来

補完 する 「ぶ らさ が り」 条例 が必 要 であ り、川 崎 の場

子どもの権利条約 第 81号・ 20 05 年 10 月15 日号

鑑三

合も、例えばオンブス条例、夢パーク条例で補完 している。

条例の実施に当たっては、2 0 0 1年、「人権・男女共同参画室」

に子どもの権利担当が部課長含め5 名新たに設けられた。こ

れは条例が生み出 した新たな組織で、職員の大幅削減が行わ

れる時期に、 5 名制 （現在は課長が トップ）を現在も維持 し

ている ことは実績 によるもの と考え ている、 と報告され た。

日野市、豊島区、桐布市、目黒区の動き

東京都内のその他の条例の動きと しては、地元市民を中心

に、日野市では、おとな会議が7 9 固まで終了。現在市長部局

にかけられているが、議会提出にはまだ時間が必要との報告

があった。豊島区は、2 0 0 5 年 3 月報告書を答申 し、区民セ

ンター で権 利 フ ォー ラム が開催 された 。 13 0 人 あ ま りの市民

が参 加 した 。同年 10 月 か らパ ブ リックコメン ト募集 が始ま り、

その後再度事務局が案をまとめて議会へ提出する予定とのこ

と。調布市 は、子 ども条例 を2 0 0 4 年7 月 か ら9 ケ月あま りで

制定 した。当初は「子育て条例」だったものを子ども支援の

「原則条例」にまで持ち込んだ。しかし議会の中では一部の議

員の中か ら、条例 に盛 り込ん だ親の体罰禁止規定 について

「親が子 ども を躾する ことを否 定す るものだ」 と強 い反 発が出

た。成果としては虐待関係の連絡会が条例上の法的根拠のi5

るもの と して位置 づ き、虐 待 防止 セ ンター とな り課 長職 を お

くことが出来 た ことであ るとの ことであ った。 目黒区か らは、

2 0 0 5 年 3 月に区民会議から区長に条例の基本的考え方につ

いての答申書が提出された。今後とも子どもや市民の声を受

け止めて作る参加型の条例を目指 している。条例案は、子ど

も支援、子育ちに力点が置かれてお り、特徴は乳幼児の親子

支援に重点をおいていること、また条例は、今年秋の区議会

に提 出される予定 との こと。

市民討論で出された主な発言を紹介しよう。「市民的公共性。

市民が公共の質を高めようとする活動、例えばN P O などが行

政と連携 す る際 にはル ール 一作 りを しっか りとす る ことが必

要」、「子どもの分野は高齢者などの分野に比べ予算が少ない。

きちんと予算付けをすることが大切」、「行政の施策には持続

性がなくてはいけない。持続性がない施策では町は豊かにな

らない。担当者が変わ ってもぶれない子どもの権利施策のた

めに条例は効果を発する」、「子どもと子育てについて行政が

出来 る ことは 限定 され てい る。 ニー ズ とデマ ン ドは違 う。そ

れを しっか りと認識 す る こと」、「社会 ニ ーズ にぴ った りあ っ

た支援 を して い くこ とはな かな か難 しい が、伝 統的 な福祉 施

策とは違う型を市民と一緒に作っていきたい」

この集会では、子 どもの権利条例を、地域の再生条例、再

構築条例 と して位置 づけて 、子 どもを基点 と した まちづ く り、

「 権利 と しての子 ども支援」 の推 進を 図るこ とが大 切で あると

の認識 を深 め、共有 できた ことが成果 といえ よう。

（堀の内敏江・享多明人）
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神奈川県川崎市 2000 年 12月
子どもの権利 に関する

条例

川崎市市民局人権 ・男女共同参画童子 どもの権利担当

h ttp：／／w w w ．city．ka w asak i．jp／2 5／2 5zin k en／ho m e／k od om o／in d ex．h tm
E－m ail：2 5zin ke n＠city．k aw asa ki．jp

電話：04む2 00 －2344 F ax：04む200－39 14

総

A
l：コ

北海道奈井江町 200 2年 3 月
子どもの権利 に関する
条例

奈井江町教育委員会生涯学習係

h ttp：／／w w w ．tow n．n a ieムok k aid o．jp／k en ri／k en ri．h tm ‾
電話：0 125－6ふ5 38 1 F ax：012 5－65－538 3

条

例
富山県小杉町 200 3年 3 月

子どもの権利 に関する

条例

学校教育課

h ttp：／／w w w ．tow n．k o su g i．to少a m a．jp／plan／in dex．h tm l＃ko do m o
電話：07 66－56－151 1 F ax：0 766－56－777 1

岐阜県多治見市 200 3年 9 月
子どもの権利 に関する

条例

文化 と人権の課

http：／／w w w ．city．tajim i．g ifu．jp／sectio n＿n eW S／b u n k a／k o do m on ok e nri／

de fault．htm E－m ail：jin k en＠city．tajim i．g ifu．jp
電話：05 72－22－111 1 F ax：0 572－24刀62 1

意

見

東京都中野区 199 7年 3 月
教育行政における区民

参加に関する条例

中野区教育委員会庶務担当

http：／／k y ou ik u．c ity．to k y o－n ak a no．1g．jp／y ou ran／y ou ran 17／k y ou ik u
ke iei／sa n n k a．p d f

E－m ail：k y oik uk eiei＠city．tok y o－n a ka no．1g．jp

表

明

参

埼玉県鶴 ヶ島市 2000年 3 月
鶴ヶ島市教育審議会設
置条例

教育委員会社会教育課教育政策担 当

http：／／w w w ．city．tsu ru g ash im a．1g．jp／reik i／reikiJ n t／re ik i＿h on b u n／

ae34 20 19 1 1．h tm l 電話：049－27 1－1111 （内線 517）

加

長野県平谷村 200 2年 12月

平谷村 は合併するか し

ないかの可否 を住民投

票に付するための条例

平谷村役場

電話：02 65－4＆22 1 1 F ax：0 265－48－22 12

兵庫県川西市 199 8年 12月
子どもの人権オ ンプズ

パーソン条例

市民生活部人権推進室子 どもの人権オンブズパー ソン事務局

http：／／w w w ．city．k aw an ish i．h y og o．jp／m a do／city w ork／k d m J ）n b s／
in d ex．h tm　 電話：0 72－740－1235 F ax：072－740－1233

個 権

利

岐阜県岐南町 200 1年 3 月
子どもの人権オ ンブズ

パーソン条例 ．

総務部生涯教育課

http：／／w w w ．to w n．g in an．g ifu．jp／in d ex 2．h tm l
電話：05 8・24 7－13 95

別 救

済
神奈川県川崎市 200 1年 6 月

人権オ ンブズパーソン
条例

川崎市市民オンブズマ ン事務局

http：／／w w w ．city．k aw a sa k i．jp／g u id e／sise i／se＿4．h tm
電話：044－8 13－3 133 F ax：0 4む8 13－3 10 1

条

例

埼玉県 2（氾2年 3 月
子どもの権利擁護委員
会条例

子 どもの権利擁護委員会事務局

http：／／w w w ．p reisa itam a．1g．jp／A O3／B F 00 ／sm iln et／su b l．h tm
電話：04＆83 4－87 55 F ax：0 48－8 22－4 559

学
校
災
至巨口

埼玉県さいたま市 200 1年 5 月
学校災害救済給付金
条例

教育委員会学校教育部健康教育課
電話：04 8－82 9－16 78 F ax：048－829－19抑

虐

東京都武蔵野市 2003年 12月
児童虐待の防止及 び子
育て家庭への支援 に関

する条例

子 ども家庭課 （武蔵野市子育て S O S 支援セ ンター）

http：／／w w w ．city．m u sa sh in o．to k yo．jp／sectio n／070 10k o do m o／gu id e／so s

－Cen ter／gu ide．h tm l
E－m ail：SeC－ko do m o＠city．m u sash in o．to ky o．jp 電話：042 2－55一別氾2

待

防

止

三重県 2004年 3 月
子どもを虐待か ら守る

粂甲

健康福祉部子 ども家庭室

http：／／w w w ．p ref．m ie．jp／K O D O M O K ／k u rashi／g y ak u tai／in d ex．b tm

E－m ail：k o do m o k＠p re上m ie．jp
電話：04 8－5 56－111 1 （内線 262）

埼玉県行 田市 2004年 12月

児童、高齢者及び障害

者に対す る虐待防止条

例

福祉部子育て支援課子育て支援担当

h ttp：／／w w w ．city．g yo da．saitam a．jp／fuk u sh i／g y ak u tai．b tm
電話：04 8－5 5＆111 1 （内線262）
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稔

大阪府箕面市 19 99年 9 月 子 ども条例

教育委員会子 ども都子 ども政策課

h ttp：／／w w w 2．city．m in oh．osak a．jp／C H IL D P O L IC Y ／K O D O M O JY O U R

E I／ko do m o zy ou rei．h tm
E －m ail：Ch ildp olicy＠m ap le．city ．m in oh．1g．jp
電話：072－724・693 1 F ax：0 72－7 21－9 907

Aロ

的
東京都世田谷区 200 1年12月 子 ども条例

子 ども都子 ども家庭支援課

h ttp：／／w w w ．city．seta g ay a．tok y o．jp／top ics／k o da njy o／k bd om oJ yo rei／
k o do m oJ y orei＿Ze n bu n．h tm

な

内

容

岡山県新庄村 200 2年 3 月 子 ども条例
新庄村

電話：086 7－56－262 6 （代表） F ax：鵬 67－5＆2629

高知県 200 4年 7 月 子 ども条例

教育委員会事務局子 ども課■

h ttp：／／w w w ．p reik o ch i．jp／‾k od o m o／jh o u rei．h tm l

E －m ail：3 1150 1＠k en．prei k och i．1g．jp
電話：08 8－82 1－489 6 F ax：088－82 1－472 5

施

子

大阪府池田市 2 005年 3 月 子 ども条例
池田市役所

b ttp：／／ap ollon 3．zeu s．ne．jp／ik e da 3／reiki＿in t／reiki＿h on b u n／ak 20 6068 41．

htm l 電話：0 72－7 25－11 11 （代表）

策

育

て
支
援

●
次

東京都調布市 200 2年 6 月 子 ども条例

子ども生活部子育て推進課

h ttp：／／w w w ．city．c hofu．tok y o．jp／cg i－b in／o d b－g et．eX e？W IT＿te m p late

＝A C O2 027＆C c＝7 d5 1a3 1585 5＆D M ＝＆T S W ＝
E－m ail：k oso da te＠v 2．city．ch ofu．tok y o．jp
電話：04 24－8 1－7 105 F ax：0 424－99一別0 1

の 世
代
育
成

佐賀県神埼 町 2002年 6 月 子 ども条例
福祉課児童福祉係
電話：09 52－52－111 1 （代表）

原 支
援

北海道 200 4年 10月

子 ども未来づ くりの

ための少子化対策推進

条例

健康福祉部子 ども未来づ くり推進室

h ttp：／／w w w ．p ref．h ok k aid o．jp／bfu k u si／h臼k tei／h o m ep ag e／top．h tm

E －m ai：h ofu k u．k o do m o l＠p reih ok k aido．jp
電話：0 11＿2 31＿4 1 11 （内線25－76 1） F a x：0 11－23 2－424 0

則

条

子

ど

石川県金沢市 200 1年 12月

子 どもの幸せと健やか

な成長を図るための社

会の役割 に関す る条例

教育委員会学校教育部教育総務課

h ttp：／／w w w ．c ity．ka n azaw a．ish ik aw a．jp／k y ou ik u／k od om o／k eika k u／in

d ex．htm l
電話：0 76－2 20－243 1 F ax：07＆2（氾－7 19 5

例

も

（
健

全

）

島根県出雲市 200 2年 3 月
21世紀出雲市青少年

ネットワー ク条例

文化企画部市民学習課青少年育成係

h ttp：／／w w w 2．city．izu m o．shim an e．jp／ad m in／re ik i／reik i＿h on b un／am lO

406 40 1．h tm l
E －m a il：ga k usb u＠city．izu m o．sh im a n e．jp
電話：0 853－23－375 1

育

成
愛媛県桧 山市 200 4年 4 月 子 ども育成条例 －

教育委員会事務局地域学習振興課

h ttp：／／w w w ．city．m atsu y am a．e h im e．jp／k y ch iik i／ik u se臼y o urei／in d ex．

h tm l

E －m ail：ky c hiik i＠city．m atsu y am a．e him e．Jp
電話：0 89－9 48－68 13 F ax：089－934－174 5

教
育
環
境

東京都中央区 199 9年 1 月
教育環境に関する

基本条例
電話：0 3－354 3－0 21 1 （代表）

幼
保

花
東京都千代田区 200 1年 12月 千代 田区こども園条例

千代田区健康福祉部子育て推進課保育係

h ttp：／／h ok en fu k u si．city．ch iy o d a．tok y o．jp／00 3／d OO 50㈱ 1．h tm l
電話：0 3－5 21 1－422 9

障
重

蒙

千葉県人千代市 19 68年 3 月
八千代市心身障害児童

福祉手当支給条例

八千代市保健福祉部障害者支援課

電話：0474 83－115 1 （代表）



これか ら制定される「子ども（の権利 に関する）条例」 臣亡

‾見
作成 子 どもの権利条約総合研究所

：．一．・＿・咋叩 ＿・・ ・：＝・，■書持．・－－・．・≡■‡顎・‾－．‾‾■■■－＝≡－

北 海 道 幕 別 町
教 育 委 員 会 事 務 局 で 「子 ど も の 権 利

に 関 す る 条 例 」 検 討 中 。

教 育 委 員 会

電 話 ：0 155－54－2006 F a x：0 155－5 4－47 14

北 海 道 芽 室 町
（仮 称 ）子 ど も の 権 利 に 関 す る 条 例 検

討 委 員 会 で 審 議 中

住 民 生 活 課

電 話 ：0 155 －62－26 11 （代 表 ） F a x ：0 155－6 2－4 599

東 京 都 目 黒 区

子 ど もの 条 例 を考 え る 区 民 会 議 の 「子

ど も条 例 （仮 称 ）」に 関 す る 答 申 （2 005

年 3 月 ） を う け 、 3 回 目 の パ ブ リ ッ ク

コ メ ン トも行 い 、 条 例 案 作 成 中 。

2 005 年 11 月議 会 予 定 。

子 育 て 支 援 部 子 ど も政 策 課

h ttp ：／／w w w ．city ．m e gu ro．tok y o．jp ／k osod ate ／k dd om o／in d ex ．b tm

電 話 ：0 3－5 722－9596

東 京 都 日野 市

プ ロ ジ ェ ク トチ ー ム 「お と な 会 議 」 で

「子 ど も の 権 利 に 関 す る 条 例 」 案 作 成

（謝 5 年3 月 ）、 この 案 を さ ら に検 討 中 。

所 管 未 定

電 話 ：0 42－5 85－11 11 （代 表 ）

市

町

東 京 都 小 金 井 市

子 ど も の 権 利 条 例 策 定 委 貞 会 の 「子

ど も の 権 利 条 例 （仮 称 ） 草 案 」 （20 0 5

年 6 月 ）を 受 け て 、 市 民 が 検 討 し た も

の を さ ら に 委 員 会 で 審 議 中 。

福 祉 保 健 部 児 童 青 少 年 課

電 話 ：0 42－3 87－9 847

村

レ
東 京 都 豊 島 区

子 ど も の 権 利 条 例 （仮 称 ）検 討 委 貞 会

の 「子 ど も の 権 利 に 関 す る 条 例 委 員

会 報 告 書 」 （20 0 5年 3 月 ）を 受 け て 、 条

例 案 を ハ ブ リ ッ タ コ メ ン ト中 （10 月 ）。

子 ど も 家 庭 部 子 ど も課

h ttp ：／／w w w ．city ．tosh im a ．to ky o ．jp ／zido u k an ／k en r臼ou rei／k en ri－

top l．h tm l

E ・m a il：ko d om o k a＠city ．to shim a．tok y o．jp

電 話 ：0 3－39 8 1－2187 F ax ：03－539 1－1400

ベ

ノレ
富 山 県 魚 津 市

「子 ど も の 権 利 条 例 」 制 定 に む け た 市

民 ・子 ど もの 意 識 調 査 等 を 経 て （20 0 4

年 ）、 「子 ど も の 権 利 条 例 」 骨 子 案 発

表 （200 5 年 9 月 ）、 意 見 募 集 。

教 育 委 月 会 教 育 総 務 課

h ttp ：／／20 2．213．120 ．10 ／p roject／60 10 ／76 2／762 ＿1．h tm l

E ・m a il：ed u catio n ＠city ．u oz u ．1g ．jp

電 話 ：0 765－23－1043 F ax ：て6 5－23 －105 2

石 川 県 白 山市

松 任 市 時 代 に 作 成 さ れ た 「子 ど も の

権 利 条 例 」 案 を 合 併 後 に 再 検 討 中 。

2（氾5年 度 中 に 制 定 予 定 。

教 育 委 員 会 生 涯 学 習 課

E ィna il：Sy O ga i＠city ．ha k usa n．ish ik aw a ．Jp

電 話 ：0 7＆274－9572 F ax ：076－274 －9（氾4

福 岡 県 志 免 町
子 ど も の 権 利 条 例 制 定 委 員 会 で 条 例

制 定 に む け て 審 議 中 。

子 育 て 課

E ・m a il：ko so d ate＠ tow n ．sb im e．1g ．jp

電 話 ：0 92－935－100 1 （代 表 ） F ax ：092 －93ゝ269 7

長 崎 県 佐 世 保 市

子 ど も育 成 条 例 （仮 称 ）検 討 委 貞 会 の 報

告 書 （200 5年 3 月 ）を うけ て 、 「子 ど も粂

例 （案 ）」につ い て意 見 募 集 中 （Ⅹ沿5年 9月 ）。

教 育 等 提 言 政 策 調 整 室

E ・m a il：Sim in k aig i＠city．saseb o．1g ．jp

電 話 ：0 95仁24－11 11

神 奈 川 県 相 模 原 市
「子 ど も の 権 利 に 関 す る 条 例 」 制 定 に

つ い て 庁 内検 討 中 。

保 健 福 祉 部 子 ど も 育 成 課

電 話 ：0 42－769－8232

札 由 市

20 0 4 年 か ら 「子 ど も の 権 利 条 例 検 討

委 員 会 」 で 条 例 制 定 に む け て 審 議 中 。

200 6年 反 中 に制 定 予 定 。 －

子 ど も 未 来 局 子 ど も育 成 部 子 ど も の 権 利 推 進 課

W e b ：h ttp ：／／w w w ．city ．sap p oro ．jp ／k o do m o／ik u se i／L O l－1＿4．h tm l

電 話 ：0 1 1－21 1－2942 F a x ：0 11－2 11－29 43

大 阪 府

200 5年 7 月 に 「子 ど も の 権 利 に つ い て の

条 例 検 討 委 貞 会 」を 立 ち 上 げ 、 審 議 中 。

救 済 の 小 委 員 会 な ど も発 足 。 「お お さ か

子 ど も会 議 」（公 募 ）も年 内 3回 開催 予 定 。

生 活 文 化 部 子 ど も 青 少 年 課

h ttp ：／／w w w ．p rei osak a．jp／k oseish on en ／ko d om o no k en ri／in d ex ．htm l

E ・m a il：Seisho n en －g O l＠sbo x ．p reio sa k a．1g ．jp

電 話 ：0 6－69 4 1－0 35 1 （内 線 4838 ，4 843） F ax ：0 6－694 む6 649

都
道

府
県

滋 賀 県

「し が の 子 ど も の 権 利 を 考 え る 懇 話

会 」 の 「子 ど も の 権 利 を 保 障 す る 粂

例 」 制 定 に 関 す る 答 申 （20 0 5 年 6 月 ）

を 受 け て 、 「子 ど も 条 例 」 の 制 定 を庁

内 検 討 中 。 20 05 年 皮 中 に 制 定 予 定 。

健 康 福 祉 部 子 ど も 家 庭 課

W e b ：h ttp ：／／w w w ．p rei sh ig a．jp ／e ／k od om o k ate i／

電 話 ：0 77－528－355 1 F ax ：077－528 －4854

●
政
A
「つ
市

レ
ベ

千 葉 県

次 世 代 計 画 な ど を 受 け て 、 子 ど も の

権 利 の 保 障 の た め の 人 権 条 例 の 制 定 、

子 ど も の 参 画 の 方 法 に つ い て 、 「子 ど

も の 権 利 ・参 画 の た め の 研 究 会 」 発

足 （200 5年 度 3 回 開 催 予 定 ）。

健 康 福 祉 部 児 童 家 庭 課

h ttp ：／／w w w ．p rei ch ib a．jp ／sy o zok u ／cJ ika ／in d ex ．htm l

電 話 ：0 43－223－2323 F ax ：043－2244 085

ノレ

神 奈 川 県

次 世 代 計 画 「か な が わ ぐる み 子 ど も

家 庭 応 援 プ ラ ン」 （2 00 5 年 3 月 ）を 受 け 、

次 世 代 育 成 支 援 促 進 の た め の 条 例 に

つ い て 審 議 会 で 検 討 中 。

福 祉 部 子 ど も家 庭 課

W eb ：h ttp ：／／w w w ．p re fJk an ag aw a．jp ／sosik i／血 k u si／13 95／in d ex ムtm

E ・m a il：k od om o ＠p rei ka n ag aw a．jp

電 話 ：0 45－210－4666 F ax ：045 －2 10 －885 7

長 野 県

社 会 福 祉 審 議 会 「長 野 県 に お け る今 後

の社 会 福 祉 施 策 につ い て 」（200 4 年 10 月 ）

の な か で 、 「子 ど もの 権 利 条 例 」の 制 定

を提 言 。 そ の 後 、 子 ど もの 権 利 支 援 の

一 環 と して 、 子 ど も の 権 利 条 例 お よ び
子 ど も オ ンプ ズパ ー ソ ン制 度 を検 討 中 。

た だ し、次世 代 計 画 の なか に は 言 及 な し。

教 育 委 員 会 子 ど も 支 援 課

h ttp ：／／w w w ．p rein ag an o ．jp ／k y ou ik u ／k od om os／k en ri／cen ter．btm

E ・m a il：k od om o －Sh ien ＠ pref．n ag an o．jp

電 話 ：02＆23 5－74 50 F a x：026 －23 5－74 90

子 ど もの権 利 条 約 案 8 1号 ・20 05 年 10 月15 日号 7



次世代計画等で条例制定に言及 している自治体一覧
（順不同）

作成 子 どもの権利条約総合研究所

・ 北海道早来町 ：次世代計画 「はやきたスマイルプロジェク ト」（2 0 0 4 年 3 月）のなかで 「子どもの権利に関する条例制定の

推進」を盛 り込む。2 0 0 6 年制定予定。 【生活環境課】

・ 石川県羽咋市 ：「次世代育成支援行動計画」（2 0 0 4 年 3 月）のなかで、子 どもの人権を守 り、子どもの立場に立って子ども

の利益が尊重されるような 「子ども条例」の制定を盛 り込む。 【学校教育課 生涯学習課 健康福祉課】

・ 大阪府高槻市 ：人権施策を総合的に推進するための 「行動計画」（2 0 0 4 年 3月）に基づいて 「（仮称）子どもの権利に関する

条例」 について調査・研究。2 0 0 5 年度施政方針大綱にて確認。 【市民協働部人権室】

・ 干葉県我孫子市 ：子ども総合計画 「かがやけ ！あびこの子どもたち」（2 0 0 4 年4 月）のなかで、「子どもの権利に関する条例

につ いて研究 し、条例化 を図 る」 ことを盛 り込 む。あわ せて、子 どもオ ンブズパー ソン制度 も研 究。

【保健福祉部子ども課】

・ 千葉県八千代市 ：次世代計画 「子どもの元気がみえるまち」（2 0 0 5 年3 月）のなかで、「子どもの権利に関する条例の検討」

を盛り込み、子どもの総合窓口組織の設置の方向のもと、制定にむけて検討をすすめる予定。

【保健健康部児童支援課 ＝組織変更の予定】

・ 干葉県船橋市 ：次世代計画 「ふなばし・あいプラン」（2 0 0 5 年 3月）のなかで、「子どもの権利に関する条例の研究」および

「子どもオンブズパーソン制度の研究」を盛 り込む。 【子育て支援部児童家庭課】

・ 愛知県豊田市 ：次世代計画 「子どもスマイルプラン」（2 0 0 5 年 2月）のなかで、子どもの権利保障のための 「（仮称）子ども

条例」の制定を盛り込む。2 0 0 6 年制定予定。 【子ども部次世代育成課】

・ 東京都立Jll市 ：次世代計画 「夢育て・たちかわ子 ども2 1プラン」（2 0 0 5 年 3月）のなかで「子どもの権利に関する条例」制定

を盛り込む。 【子ども家庭部子育て推進課】

・ 東京都国分寺市 ：次世代 「児童育成計画」（2 0 0 5 年3 月）のなかで、「子どもの権利条例」の策定を盛り込む。

【庶務課・子育て支援課・男女平等等人権課・指導室】

・ 埼玉県音士見市 ：次世代計画 「子育ち 子育て 輝く 未来へ」（2 0 0 5 年 3月）のなかで「子どもの権利に関する条例」の制定

の検討を盛 り込む。 【健康福祉部子育て支援課】

・ 愛知県大府市 ：「次世代育成支援対策行動計画」（2 0 0 5 年3 月）のなかで、子どもの人権の尊重と市民総参加で子育てや子

育ちを支えるための根拠となる条例制定の検討を盛 り込む。 【健康福祉部児童課】

・ 大阪府泉南市 ：次世代計画 「泉南っ子・わ くわく・夢プラン」（2 0 0 5 年3 月）のなかで、基本目標 3 「豊かな子ども時代を

す ごすための 社会づ くり」 で、「子 どもの 権利 に関する条例 」 につ いて研究 し制定す るこ とを盛 り込む。

【人権推進課、人権教育課、児童福祉課、指導課】

・ 長崎市 ：次世代計画 「次代のながさきつ子育成プラン」（2 0 0 5 年3 月）のなかで、子どもの尊厳と権利が尊重されるよう、

市民・地域・行政の役割を明確にする条例制定の検討を盛 り込む。2 0 0 9年度制定予定。 【福祉部こども課】

・ 岐阜市 ：次世代計画 「輝き 子ども未来図 ぎふ」（2 0 0 5 年 2月）のなかで、「F子どもの権利』検討プロジ工ク トチーム」にお

いて子 どもの権利 を総合 的に保障 するた めの方策 を検討 する ことを盛 り込 む （このな かに条例 づ くりを含 む）。

【市民福祉部子ども家庭室】

＊愛知県音羽町 ：「次世代育成支援対策地域行動計画」（2 0 0 5 年3 月） 【総務課】

』

子どもの権利条約 第 8 1号・ 20 05年 10 月 15 日号



亨どもが まち を つ くる

～ ミニ・ミュンヘ ンの取 り組 み ～

ブースの様子 （市役所）

子 ど も はよ くご つ こ

遊び を す る。 も しケ ー

キ屋さん ごっこのケー

キ屋さん に本物のケー

キがあって、店員のユ

ニフ ォー ム が あ った ら

どうだ ろ う。 と ても 楽

しい に違 いな い 。ケ ー

キ屋 さ ん だ け で な く 、

お隣に花屋 があ った り、

郵便屋 さんが いた り、警

察官 がいた り した ら、最

高だ 。そ ん な夢 の よ う

な世 界 が ドイ ツの ミ ュ

ンヘ ンにある。

「ミ ニ・ミ ュンヘ ン」 は、 ご っこ遊 びを最 大 限に生 か した 、

7 歳 か ら 1 5 歳 までの 子 どもが 運営 する小 さ な都市 ‾ご、2 年 に

1度 の 夏休 み の 3 週 間、 ドイツ・ ミ ュンヘ ン市 内の 自転 車 競

技場が会 場 とな る。 こ こで は、 子 どもた ち はまず 職安 で職 を

手に入れ、仕事をしてお金 （地域通貨）を稼ぎ、飲食やゲー

ム、買物 にお金 を使 う。仕 事の 種類 は大 工 、コ ック 、カ メラ

マン、新聞記者、タクシー運転手、デパー トの店員など様々

で、まちでは市議会や裁判、公共サービスなども機能 してい

る。まちの課題は市議会で議論 し、解決策を考えて実践する。

まるで本物 の都 市の ようだ 。

仕 事 を して い る と きの 子 ども た ち の 表情 は真 剣 で 凛 々 し

い。木工作業に没頭する子や市役所の窓口でクールに次々と

事務手続きをこなす子、市議会のメンバーなどは自分たちの

「 施 策」 につい て 得意 気 に話 す 。 もち ろん 、 この よ うな子 ど

もたち ばか りで はな く、 いす に座 ってぽ んや り して いる子 も

いれば 、 じやれあ って いる 子も いる 。い ずれ に して も、 この

小さな擬似都市での生活は、子どもにとって極めて現実味の

ある等身大の社会の体験で、彼 らは遊びなが ら社会の仕組み

を学んで い く。

この擬似都市には3 週間で延べ3 万 5 千人 （2 0 0 4 年）の

子ども たち が参加 し、夏休 みの 一大 イベ ン トと して 、すで に

2 0 年以上の歴史がある。主催者は地元 N P O で、「K u ltu r

＆S p ie けa um e．∨．（文化と遊び空間）」という、子どもの遊

び場づ くりを長年 に渡 って実践 してきた 団体 だ。 また 、費 用

の4 割を ミ ュンヘ ン市 が継続 的 に支 援 してい る。 ミニ・ミ ュン

ヘンには、 N P O 職員を中心に学生等臨時アルバイ トを含め

脇 門 裕 子 （ミニ・ミュンへン研究会）

総勢6 0 名の大人スタッフが常駐 し、小さな都市を支えてい

る。大人スタ ッフの 「黒子」っぶりは見事で、学校の先生のよ

うに逐 一指 示 した りは しな い。子 どもた ちが課 題 にぶち あた

つた時 、大 人 スタ ッフ は ヒン トを出 すが 、解決 す るの は子 ど

も本人 だ 。ひ とつ ひとつ 考 えて 、 自分 な りに解 決 してい く中

で、子 どもたち に社 会で生 きてい くための 自信 を養 ってい く。

仕事 をする （大工）

さ て、 日本 にお い ても ミ ニ・ミ ュ ンヘ ンの よ うな 「子 ども

のまち」 の試 み が各 地で見 られる よ うにな った。 その 中で も

先輩格なのが、干葉県佐倉市で行われる 「ミニさ くら」だ。

ミニ・ミ ュ ンヘ ンを実 際 に体 験 した中 村桃 子 さん （N P O 子

どもの ま ち主宰 ） が中 心 とな って 4 日間の 単発 の イベ ン トと

してス ター トし、 今年 の春 に は3 回 目を迎 えた 。今 年 は 「子

ども会議」や 「職人講座」など 1年間の準備プログラムを経

て、本 番 も7 日間 と充実 したも の に成長 した。 今後 、 ミニ さ

くらの継続実施と地域社会への子どもの参画を目指して、商

店街 等地 域 との つな が りを強化 してい くと いう。 ミニ さ くら

のムー ブメ ン トを受 け、干 葉県 内 では他 の N P O や大 学な ど

による子どものまちの取組みが広がっている。

一方、行政の側が積極的 に取り組む事例はまだ少ないが、

仙台 や四 日市な どい くつ か見 られる 。例 え ば「こども四 日市」

の場合は、地元商店街、子 どもの専門集団、行政による実行

委員会 が主催 してい る。 こ ども四 日市 に限 らず 、子 どもの ま

ちの取り組みが大掛かりなだけに行政の役割は重要で、費用、

会場や備品の提供、学校への広幸臥 外部協力者への仲介等行

政の支援があったら、主催者のN P O などはどんなに心強い

ことだ ろ う。全 国的 に重 点施策 とな ってい る子育 て支 援 にカロ

え、「子育ち支援」施策を導入する自治体が増えればよいの

だが。（ミニ・ミ ュンヘ ン研究会 H P http：／／mトmue．co

子 どもの権利条約 案 8 1号・ 2 005 年 10 月15 日号
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“プ ロのプ レイ ワー カー ’’の羊－ ズ高 ま る

－ ベル リンで「第16回 I P A 世界大会」開かれ‾る－

第 1 6 国早の 1 P A （子 どもの遊ぶ権利のための国際協会）

の世 界大 会 は、 2 0 0 5 年 7 月 1 8 日か ら2 2 日の5 日 間に わた

つて 、 ドイ ツのベ ル リンで 開催 された 。

I P A は、 1 9 4 0 年代 か らデ ンマー クや イギ リス で 冒険遊

び場 づ くりを 推進 して いた 人 たち が 、「遊 ぶ 権利 」 を 実現 し

てい くた め に、経 験 と研究 の情 報 を交換 しあえ る国 際組織 と

して 1 9 6 1 年に創 った団体である。世界大会は 3 年に 1 度、

各国で順に行われている。

さ て 、 今 回 の テ ー マ は 、” p L A Y ：L E A R N IN G  F O R

L tFE （遊び ：生きるための学び）わであった。発表者には、プ

レイワー カー 、 ソー シ ャル ワー カー 、学 校の 教師 、 自治 体の

職員、そ して子 どもの遊び、福祉、医療等、子どもに関わる

さまざまな分野の研究者などがいた。発表者の圧倒的多くは、

先進国からであった。予定されていた数少ない発展途上国の中

で、なぜか当日欠席となった例が少なくなかったのは残念であ

つた。

会長の J a n van Gils氏は、今回のテーマについて「遊び

はしば しば 、子 ども を静 かに させ るた め、 また教 育 のた めの

道具 と して考 え られ て しま うことが あ る。 しか し気 づかな い

かも しれ な いが、 子 ども は遊 びを通 して 生 きるた めの 学 びを

している 。遊 ぶ とい うこ とは 、すべ ての 能力 や五 感 やエ ネル

ギーを使 って、世 界を開拓す る ことであ る。それが 、子 どもが

自身の場所を見つ ける方法である」 とい うよ うな発言 を した。

しか し多 くの発表 の 中で 、 冒険遊 び場 や プ レー リー ダー に

つい ての 発表 は ご くわ ずか で 、遊 びその もの よ りも学 校 や保

育園 、そ して 保育所 で の遊 び をテー マ とす るもの が中 心で あ

つたよ うな 気 が する 。 それ は それ で大 切 だ と思 うが 、「学 び

折 原 春 薫 （早稲田大学大学院）

のた めの 遊 び」 とい う印象 を受 けた 。そ の よ うな 流れ の中 で

の、昨今の日本の遊び場運動の盛 り上がりは心強かった。

私 が参 カロした 中で 印象 的 だ った の は、「プ ロの プ レイ ワー

カー とは」 とい うワー ク シ ョップで ある 。参 加者 の過 半数 が

自分 はプ ロで ある と答 えた 。 プロ には何 か基 準が必 要 だ とい

う意見 も あれ ば、情 熱 があ れば いい とい う者 もい た。 そ して

英語圏 では プロの プ レイ ワーカー につい ての本 はまだな いが、

そのニーズ は高 まってきているので は、とい う話があ った 。

今 回 ドイ ツで人 々 と話 して、世 界 の国 々が抱 え てい る問題

に共通 す るも のが ある と感 じた 。そ れは例 え ば、遊 びの ため

の予算 は もち ろん の こと、教 育 にか ける予 算 が減 らされ てい

ると い う こ とで あ る 。 ドイ ツで の 冒 険遊 び 場 づ く り運 動 は

6 0 年 代 後半 か ら始 ま り、以 降大 き く発 展 して き た。 しか し

ベル リン市では財政難のために、冒険遊び場のための公的な

資金援助が年々減 らされ、運営費が十分に確保できず苦 しい

状態 とな って いる 。そ して 閉鎖 を余儀 な くさ■れ た遊 び場 もあ

ると い う。 この傾 向は ドイ ツ各 地 に共 通 する ようであ る。

体 を使 った ワー ク シ ョップもあ った が 、基本 的 に昼 間 は真

面目な発表 者 と参カロ者 が、夜 は肩 書 きも国 境 も関係 な く、さ酉

を片手 に語 り合 い 、音楽 を聞 き、 そ して共 に踊 った 。実践 の

場は皆 それ ぞ れ違 うが 、 自分 の仕 事 に誇 りを持 ち、子 どもに

かける想いは共通 していた。そんな熱い夜を過ごせたのも、

今大会の大切な思い出での 1つである。

3 年後の世界大会は香5巷で行われる。今年の大会で出会 っ

た、子 ども に関わ る多 くの 人々 と再会 す るのが楽 しみで あ り、

またそ の際 、 日本か ら更 にた くさ んの いい報 告 を持 って いけ

るとい いな と思 う。

準備 すすむ「亨 どもの権利条約フォーラム2 0 0 5 in しが」

－1 2月 3・ 4 日、近江八幡市 との共催で、滋賀県立男女共同参画センター（近江八幡市）で－

滋賀県では2 年間の準備期間を経て、いよいよ 「子ども条

例」の 具体 的 な検討 段 階 に入 りま した。 よ り内容の あ る条例

にした い ！ そ ん な思 いを 県 民 の側 か ら広 げて い こ う、 と

1 3 回 目の フ ォー ラムは滋 賀県 での開 催 とな りま した 。

18 の市民活動団体が集まって実行委異会を作 り4 月から準

備を進 めて い ると ころ です 。す で に、開催 地の 近江 八 幡市 と

G ㌫
し幡 市 教 育委 員会 が共 催 して くれ る こ とも 決 ま りま し

どもの 権 利条 約 第 8 1号・ 200 5年 10 月 15 日号

た。9 月には 「子ども実行委員会」も立ち上が り、現在は全

体会や分科会の企画を詰めている最中です。 1 日目の全体会

は子 どもたちが中心になって、企画運営を したいと意欲を燃

やして いま す。 自分 たち の権利 に気 づ き、権 利 につい て考 え

合える よ うな 内容 に して いきた いと思 って います 。

全国の皆 さんの ご参 カロを お待ち して います 。
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9 月 1 0 日滋賀県立水口文化芸術会館において標記のイベン

ト（主催 ：滋賀 県）が開 かれ た。今回 の 「じん けん フ ェスタ」

では、 フ ォー ラムの 宣伝 を兼 ね てミ ニフ ォー ラム と して参画

しま した 。当 日は荒 牧重 人 さん を コメン テー ター に迎 え、川

西市 と滋賀の子 どもたち 1 0 名がパネラーとな ってみのもん

た（？）青年 の 司会 で進 め ま した 。Q ：お とな に して も らって う

れしか った ことは ？ Q ：理想 のお とな－ こんな お とな に居 て

もらえた ら？ などな ど 、i転らか じめ用意 した 質問 に、 バネ ラ

串省亀 l

前期報告

や

スタ しが 2 0 0 5 －

l

－と会場の参加者が答え、おとなの思 う子どもの意見と実際

の子 ども たちの 思い のギ ャ ップにつ いて考 えあ いま した。

た また ま この会 場 に来 た とい う方 も、子 ども たち の本 音の

トー ク に思わ ず 引き込 ま れ、 楽 しく参 カロで きた との 感想 をも

らいま した。「権 利 が守 られる 社会 とい うの は 、一 人 一人 が

大切 な存 在 と して 自覚で きる か ど うか 、 自分た ちが 自分 らし

く生 き られる 社 会 であ る か ど うか とい う こ と」と言 う荒牧 さ

んの コメ ン トを重 く受 け止 世）ま した。
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今 回の セ ミナ ーは基本 編 を3 回 に分 け、「子 ど もってな に ？」「子 どもの権 利 って なに ？」「子 どもの権 利条 約 って なに ？」 と題 し、初 心

者に も わ か り や す く段 階 的 に 学 べ る よ うに 、 ア クテ ィ ビテ ィ 中 心 の ワ ー ク シ ョ ッ プ形 式 で行 わ れ た 。

回第 1 回 2 0 0 5 年6 月3 0 日（木）

第 1 回で は、「子 ども ってな に ？」 をテ ーマ に 、「子 ども っ

てど うい う存 在な んだ ろ う ？」 と考 える こ とか ら始 め た。簡

単な自己紹介の後、3 ‾4 人の グループに分かれ、一枚の写真

に写っている子どもの年齢・性別・状況や場所を想像 し、こ

の子 が欲 しい もの 、 してほ しい こ と、 したい こ と、 してほ し

くない こと を考え る アク テ ィビテ ィを行 った 。 グル ー プ ごと

に様々な意見が出され、それらの意見を、「生存・発達」「保

護」「参加」の権利に振 り分け、それぞれの権利を植物の成長

に例えて説明がなされた。講師から「結局、この子の求めて

いるこ とは この子 自身 に聞 かなけれ ばわ か らな い。お となは、

子どもの ため にい い こと を しよ う と思 ってあ れ これ想 像す る

だけでな く、その子 の 考え てい る ことを聴 くこ とが大切 」 と

いう説 明が加 え られた 。そ の後 ビンゴゲ ーム を通 して 、 日本

および世 界 にお ける子 ども を取 り巻 く現状 を 学ん だ。 ビ ンゴ

の後 に講師か ら詳 しい解説 もなされ た。

回第2 国 2 0 0 5 年7 月 1 4 日（木）

第2 回の 「子 ど もの権 利 って な に ？」 で は、 まず 子 ども に

とつて欲 しいもの と必 要な もの にはどの ようなもの があ るか、

そして欲 しいもの と必要 な もの違 い は何 かを考 え るア クテ ィ

ビテ ィを通 して 「権利」 につい て学 んだ 。参 カロ者 か ら、必 要

なもの は 「無 くて はな らな い、 お金 で買 えな い、」「す べての

人に与え られ るべ きもの 」 であ る とい う意 見 が出 され 、講 師

から「必要なもの」は「生きていくために不可欠なもの」、つ

まり、「権 利」 であ り、 そ して、「権 利」 と はけ して難 しい も

のではな く、自身 の生 活 に密接 に関 わ ってい るの だ とい う説

明がな された 。 また、 実際 に子 ども の権利 条 約を 、 どのよ う

な場面 や状況 で生 かす ことがで き るのか を 、シ ミ ュレー シ ヨ

ンを通 して考 えた 。 シミ ュ レー シ ョンで は子 どもの 権利 条約

の条文を基 に、劣悪な状況下に置かれた子どもをいい方向に

持って い くス トー リーを考 えた 。講 師か らは、「途上 国だけで

なく、皆さんの周 りでも子どもの権利が侵害されている状況

は起 こ りえる 。そ んな 状況 に出 会 った ら条約 を思 い浮 かべな

がら行動 して ほ しい。子 どもの権利 条約 は実際 に使 える もの 。

いろい ろな場面 に生か してほ しい 。」とい う説 明が加え られた。

画業 3 回 2 0 0 5 年7 月2 8 日（木）

第 3 回の 「子どもの権利条約 って何 ？」が行われた。講師

は喜多明人民 （N C R C 代表）。「条約そのものを深める」「歴

史・背景」「子どもの権利条約が果た している役割」をテーマ

に、講義・質疑応答形式で進められた。

「条約そのものを深める」では、喜多氏 自身の条約に関わ

つて い くき っか け・ 問題意 識 に引き つ けて、 条約 が出始 めた

ころの子 ども たち の様 子、 お とな側の 様子 につい てわ か りや

すく説 明がな された 。「歴 史・ 背景」で は、 ポー ラ ン ドが提案

した 理 由 か らユ ニセ フ がい か に関 わ る よ うにな ったか 等を 、

当時 議長 だ った ウ オパ トカ氏の 講演 の 内容 であ る 、提案 の 6

つの理由を題材に説明がなされた。最後に、条約批准 10 年で

の現在の状況について、子どもの状況がますます深刻化 して

いる 、国 レベ ルで はあ ま り進ん でい ない もの の、 自治体 や N

G O が頑張っていると述べ、様々な自治体・ N G O 等の取り

組みについての紹介がなされた。その後、参加者との様々な

質疑応答があ り、なぜ国レベルでの取り組みが進まないのか、

君が代・ 日の丸問王琵、政策策定への子ども参加について、日

本の 子 ども に権利 を伝 える に はど う した らい いか等 、参 加者

それぞれの問題関心が寄せ られた。活発に意見・質問が出さ

れ、三回目の講座は終了 した。

子 どもの権利集約 第 8 1号・ 20 05年 10 月15 日号

』
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「 子 ども と向 き合 う」のご案内

2 00 5 年鹿の子 ども ネッ トワ ー ク は 、「子 どもの 権 利 条 約 」 に関

す。 20 05 年 度 後 期 の セ ミチ ー の タイ トル は 「子 ども と向 き合 う」。 地 域 、学

の分 野 で子 ど も と向

など を話 して い た

のあり方 、社会 システ

「子 どもの権 利条 約

方々 を ゲ ス トに迎 え 、子 ど もの 様

「 子 どもの権利保 障」 をすすめて し

り方 な どに つ い て 、 参 加 者 の 皆様 と と もに考 えさ

る方 な らば参加歓迎 です。 ご参加 、

日程 ：2 0 0 5 年 1 1 月～ 1 2 月の金曜日の午後 6 時 3 0 分

～9 時

会場 ：みなとN P O ハウス会議室（地下鉄 「六本木」駅

徒歩 1分）

参加費 ：一般 おとな 1，0 0 0 円

子ども （1 8 歳未満） 5 0 0 円

会員 お とな 8 0 0 円

学生・子ども無料 ※受付で入会できます。

≪プログ ラム ≫

「 子 ども参加 のまちづく り」

・ ゲ ス ト ：中村 桃 子 さん （N P O 子 ども の ま ち代 表 、子 ど

もが つ くるまち ミニさ くら主 宰）

・ 日 時 ：1 1 月 1 8 日 （金 ）

ヽヽ

「 子 ども にや さしいまちづ くりと子ども

一子 ども と向き合 う自治体施 策」

・ゲス トニ荒牧重人さん （山梨学院大学法科大学院教授）

・ 日 時 ：1 1 fヨ2 5 日 （金 ）

「 少年犯罪 と向き合 う」

・ゲス ト ：寺尾絢彦さん （元・家庭裁判所調査官）

・ 日 時 ：1 2 月 2 日 （金 ）

「 学校の子どもの昔と今」

・ゲス ト ：宮下聡さん （東京都町田市公立中学校教員）

・ 日 時 ：1 2 月 1 6 日 （金 ）

※上記以外に、下記の講座も準備 しています（日程は事務局

ま でお 問い合わ せ ください）

「乳幼児と子育て・遊び」（ゲス ト予定 ：保育士）

今こモ必要な、自分 と人とをたいせつにする人権の本 ！
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監修 荒牧重人 （山梨学院大学法科大学院教授）

小学校高学年～中学生向／全6巻

各4 8ペ ージ／ A 4変型 判／ オール カラ ー

揃定価17，糾0 円（揃本体16，800円）

各巻定価2，940円 （本体2，80 0円）
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“自分 をたいせつ に”か らはじめよう

いじめ、暴力、虐待から自分を守る

意見をいって自分もまわりも変わる

佐々木光明 編著

坪井節子編 著

喜多明人 編著

いろいろな人の人権を考える 石井小夜子編著
立ちあがるせ界の子どもたち 甲斐田万智子編著

情報を得る こと伝 える こと 野村武司・平野裕二 編著
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子どもの 権 利条 約 第 8 1号・ 2 00 5年 10 月 15 日号

「子どもの権利条約」Nn8 1

2 0 0 5 年 1 0 月 1 5 日発行

★発 行 （季刊・年4 回）

子どもの権利条約ネッ トワーク

N etw o rk fo r the  C o n v e n t i o n o n t h e

R ig h ts o f th e C h iId

〒106・0032 東京都潜区六本木4 －7 －14
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（ 事務所受付時間／火・ 金 12 ：0 0 ～ 17 ：0 0 ）
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E メール

★発行人

★編集人

★年会費

n c rc ＠ a b e a m ．o c n ．n e ．ip

書 多 明 人

内 田 塔 子

5 0 0 0 円 学生 3 0 0 0 円

18 歳未満 10 0 0 円

定 期 購 読 4 0 0 0 円

＊郵便振替 0 0 1 8 0 －2 －7 5 0 1 5 0
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